
２０２３年度事業計画書 

  

  2023年4月１日から2024年3月31日まで 
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-
－

mitte
ミ ッ テ

 

 

１ 事業実施の方針 

① 医療的ケア児を主とする重症心身障がい児に対して、障害児通所支援事業サービ

スを提供し、利用児の発達支援を行うと共に、家族、主に母親のレスパイトの充

実を図ります。 

② 居宅訪問型児童発達支援を開設し、通所に不安を抱えているご家族に対して訪問

で療育を提供し、通所移行のサポートを行います。 

③ 事業の増設（生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスの多機能型）によ

り、当事業所を卒業する児の支援を切れ目なく行います。 

又は、事業所新規指定を目指します。 

④ 機械浴槽導入したことで、人員的・時間的負担が軽減できより多くの子どもたち

の清潔保持をすることが可能となった。家庭では困難な入浴をサービス提供する

ことで健康増進または維持に寄与する。 

⑤ 家族間交流を目的とした研修会やイベントを開催し、家族の繋がりから情報共

有、心の支えあいの中から暮らしに役立つ情報を発信します。また法人に対して

の家族のニーズを捉えることを目的とし未来へ向かいます。 

⑥ プエオヘアーサロンを月に１～２回オープンし、児の清潔を保つことと、子供だ

ってオシャレしたいを応援します。 

 

２ 事業の実施に関する事項つづき 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の 

事業名
 事 業 内 容 

実施 

予定 

月日 

実施 

予定 

場所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

事業費

の予算

額 

(千円) 



児童福祉

法に基づ

く障害児

通所支援

事業 

居宅訪問

型児童発

達支援 

 

 

① ④障害児通所支援事

業 

入浴サービス込み 

② 通所困難児宅へ訪問

し療育の提供と家族

サポートを行う。 

 

令 和

４ 年

４ 月

～ 令

和 ５

年 ３

月 ま

で 

北海道 

帯広市 

① １８名 

② ３名 

① ３０

名 

 

② ４名 

70,200 

千円 

障害児者

と社会と

の交流を

図るイベ

ント、セミ

ナー等の

企画・運営 

 

⑤障害児者のご家族と支

援者 

地域との意見交換会・学

習会を行う 

令 和

４年 4

月 か

ら 年

３ 回

の 実

施 

北海道 

帯広市 
１５名 ５０名 ０円 

ヘアーサ

ロン 

⑥ ボランティア、委託

事業 

令和 3

年 7月

～ 令

和 4年

3 月ま

で 

北海道

帯広市 
4名 30名 0円 

 

 

 

 


